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第１章  計画の策定にあたって 

 

 

１．計画策定の趣旨 

 

国において、急速な少子化の進行や保護者の就労状況の変化に伴い、子ども・

子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。   

こうした子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を受け、町では平成 17年

度に「平泉町次世代育成支援行動計画（前期計画）」を、平成 22 年度に「平泉

町次世代育成支援行動計画（後期計画）」策定し、地域における子育て支援や保

育サービスの充実をはじめ、乳幼児の健康の確保、子どもの教育環境等、子ど

もが健やかに育つことができる環境づくりを推進してきました。 

国においては、平成 24年８月に「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法

の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改

正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連連３

法が成立し、平成 27年４月には、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子

育て支援を総合的に推進することを目的とした、子ども・子育て支援新制度が

スタートしました。 

子ども・子育て支援法において、市町村は５年を１期とする「市町村子ども・

子育て支援事業計画」を策定することが義務付けられており、その計画の中で、

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びにそれに対応する

提供体制の確保の内容及び実施時期について定めることになっています。     

町では、平成 27年３月に「平泉町子ども・子育て支援事業計画（第 1期計画）」 

を策定し、子育て支援の推進に図ってきましたが、計画期間が令和元年度で最

終年度を迎えることから、令和２年度を始期とする第２期計画を策定するもの

です。 

 

 

２．計画の位置づけ 

 

 本計画は、子ども・子育て支援法第 61条に基づく「市町村子ども・子育て支

援事業計画」として策定します。 

 本計画の策定に当たっては、「平泉町総合計画」や関連する個別計画と整合・

連携を図りながら、「子ども・子育て支援事業計画」における施策を推進してい

きます。 



 2 

    第２期計画 

３．計画の期間 

 

 本計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。 

 また、本計画の施策が効果的に実現するよう進捗状況を管理するとともに、

必要に応じて計画の見直しを行うものとします。 

 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

令和 

6年度 

      

        第１期計画      

      

    見直し     
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第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く状況 

 

１．人口等の動向 

 

①  人口の推移 

  平泉町の人口は、各年で減少し、平成 22 年では 8,345 人となっています。 

なお、平成 27 年 10 月１日現在（国勢調査ベースの人口）では 7,868 人と

なっています。 

 

                           資料：国勢調査 
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  また、年齢別（３区分）でみると、年少人口（０～14歳）は、平成 22年は

総人口の 11.9％でしたが、平成 27年には総人口の 11.4％に減少しています。 

  一方、65 歳以上の老年人口は、平成 22 年は総人口の 30.5％でしたが、平

成 27年には総人口の 34.9％に増加しており、少子高齢化が一層進行していま

す。 

 

 

 

資料：国勢調査 
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②  出生の推移 

  出生数の推移をみると、平成 25 年に一時増加に転じた後、平成 26 年から

ほぼ横ばい状態となっており平成 29年は 47人となっています。 

  これを合計特殊出生率でみると、全国と県が横ばいか微増で推移している

のに対し、平成 25年をピークに減少傾向でしたが、平成 29年は 1.82と上昇

しております。生産年齢人口、出生数ともに減少傾向にあり、国や県と同様

の傾向になってきています。 

 

資料：岩手県保健福祉年報 

 

資料：岩手県保健福祉年報 

 

合計特殊出生率 

  15歳から 49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の 

女性が一生の間に平均何人の子供を産むかを計算したもの。現在の人口 

を維持するためには 2.1前後が必要とされています。 



 6 

③  婚姻の状況 

  未婚率をみると平成 12年以降、男性の率が僅かに低下傾向にあるとはいえ、

20～34歳人口の平成 27年は 65%、未婚女性は 55.1％となっています。 

  未婚あるいは晩婚は少子化の大きな要因の一つとされていますが、結婚観

に対する意識の変化や経済的な状況などが背景にあるといわれています。 

 

 
                        資料：国勢調査 
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２．家庭や地域の状況 

 

①  世帯の推移 

  世帯数は横ばい傾向にあり、平成 27年には 2,469世帯になりました。平均

世帯人員も平成 22年の 3.40人から平成 27年の 3.17人に減少しています。 

また、平成 22年と比較すると世帯数が横ばい状況の中、核家族世帯がさら

に増加してきており、全世帯に占める割合も 47.9％となっています。 

   

 

 

資料：国勢調査 
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②  就業状況 

平成７年以降の就業者数の推移をみると、年々減少を続け平成 27 年には

4,210人と平成７年と比較し 888人減少し、うち男性が 431人、女性が 457人

それぞれ減少しています。 

 

                           

                          資料：国勢調査 
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  次に 15歳以上の女性の年齢階層別就業状況を平成 22年と平成 27年の比較

でみると、「出産・育児等」による一時的な減少が、平成 22年では 35～44歳

であったが、平成 27 年では 35～49 歳に拡大しており、晩婚化等の傾向が強

まったものと考えられます。 

 

 

                           資料：国勢調査 
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３.子どもと子育ての状況（ニーズ調査結果の概要） 

 

（1） 子育てに日常的に関わっている方（施設） 

就学前児童は、「父母ともに」と「保育所」が６割台となっています。小学

生児童は、「小学校」が７割、「父母ともに」が６割台となっています。 

 

【就学前児童】              

65.4 

64.9 

57.2 

28.4 

16.8 

5.8 

3.8 

6.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

保育所

祖父母

母親

幼稚園

父親

認定こども園

その他

無回答

(ｎ：208人)
 

【小学生児童】 

71.4 

68.9 

48.1 

24.3 

19.9 

1.5 

3.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

小学校

父母ともに

祖父母

母親

放課後児童クラブ（学童保育）

父親

その他

無回答

(ｎ：206人)
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（2） 子育てに影響すると思われる環境 

就学前児童、小学生児童ともに、「家庭」が９割台と最も多く、次いで「保

育所」63.9％、「小学校」90.8％となっています。 

 

【就学前児童】 

90.9 

63.9 

20.7 

16.3 

3.4 

1.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭

保育所

幼稚園

地域

認定こども園

その他

無回答

(ｎ：208人)
 

 

 

【小学生児童】 

91.3 

90.8 

19.9 

16.5 

3.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭

小学校

地域

放課後児童クラブ（学童保育）

その他

無回答

(ｎ：206人)
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（3）子どもをみてもらえる親族・知人の有無 

就学前児童、小学生児童ともに「日常的に祖父母等の親族に預かってもら

える」が５割台、次いで「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預

かってもらえる」が約５割となっています。また、就学前児童の 2.9％、小学

生児童の 4.4％が「いずれもいない」となっています。 

 

【就学前児童】             

       

51.9 

51.4 

4.3 

1.0 

2.9 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の

親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみ

てもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知

人がいる

いずれもいない

無回答

(ｎ：208人)
 

【小学生児童】 

      

52.9 

48.5 

5.3 

1.5 

4.4 

1.0 

0% 20% 40% 60%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみ

てもらえる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえ

る友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

(ｎ：206人)
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（4）子育てに関する悩みや問題 

就学前児童については、「病気や発育・発達に関すること」が 36.5％と最も

多く、次いで「子どもと過ごす時間が十分とれないこと」（33.2％）、「子育て

にかかる出費がかさむこと」（31.3％）となっています。 

【就学前児童】             

36.5

33.2

31.3

27.4

26.0

21.2

21.2

20.7

14.4

13.0

12.0

12.0

11.1

10.1

7.2

6.3

4.3

4.3

2.9

6.7

16.3

3.4

0% 20% 40% 60%

病気や発育・発達に関すること

子どもと過ごす時間が十分とれないこと

子育てにかかる出費がかさむこと

食事や栄養に関すること

子どもの教育に関すること

子どもの友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること

子育てによる体の疲れが大きいこと

仕事や自分のやりたいこと、夫婦で楽しむことなど自分

の時間が十分とれないこと

子どもとの接し方に自信がもてないこと

住居が狭いこと

子育てに関して配偶者・パートナーの協力が少ないこと

子育てに関して配偶者・パートナーと意見があわないこ

と

子育てのストレス等から、子どもに手を上げたり、叱り

すぎたり、世話をしなかったりしてしまうこと

自分の子育てについて、親族・近隣・職場などまわりの

見る目が気になること

子どもの登所・登園拒否などの問題

育児のことがよくわからないこと

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人が

いないこと

子育てが大変なことを身近な人が理解してくれないこと

子育てに関して話し相手や相談相手がいないこと

その他

負担に思うことはない

無回答

（ｎ：208人）
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小学生児童については、「子育てにかかる出費がかさむこと」が 34.0％と最

も多く、次いで「子どもの教育に関すること」（29.6％）、「子どもと過ごす時

間が十分とれないこと」、「子どもの友達づきあい（いじめ等を含む）に関す

ること」（ともに 25.2％）となっています。 

【小学生児童】 

34.0 

29.6 

25.2 

25.2 

19.9 

13.6 

12.1 

11.7 

10.7 

8.3 

8.3 

7.8 

7.3 

6.8 

4.9 

4.4 

3.9 

1.5 

1.5 

3.4 

18.9 

3.4 

0% 20% 40% 60%

子育てにかかる出費がかさむこと

子どもの教育に関すること

子どもと過ごす時間が十分とれないこと

子どもの友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

住居が狭いこと

仕事や自分のやりたいこと、夫婦で楽しむことなど自分の時間

が十分とれないこと

子育てによる体の疲れが大きいこと

子どもとの接し方に自信がもてないこと

自分の子育てについて、親族・近隣・職場などまわりの見る目

が気になること

子育てに関して配偶者・パートナーの協力が少ないこと

子育てのストレス等から、子どもに手を上げたり、叱りすぎた

り、世話をしなかったりしてしまうこと

子育てに関して配偶者・パートナーと意見があわないこと

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいない

こと

子育てが大変なことを身近な人が理解してくれないこと

子どもの登所・登園拒否などの問題

育児のことがよくわからないこと

子育てに関して話し相手や相談相手がいないこと

その他

負担に思うことはない

無回答

(ｎ：206人)
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（5）子育てに関する悩み等の相談先の有無 

子育てを気軽に相談できる先の有無については、就学前児童、小学生児童

ともに「いる・ある」が約９割となっています。また、就学前児童、小学生

児童ともに約４割が「いない・ない」となっています。 

 

【就学前児童】 

 

いる・ある
88.0%

いない・ない
3.8%

無回答
8.2%

（ｎ：208人）
 

 

【小学生児童】 

 

いる・ある
85.0%

いない・ない
3.9%

無回答
11.2%

（ｎ：206人）
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（6）子育てに関する悩み等の相談先 

子育てを気軽に相談できる先については、就学前児童、小学生児童ともに

「祖父母等の親族」が８割台、「友人や知人」が７割台となっています。 

 

【就学前児童】 

 

81.4 

75.4 

36.1 

13.1 

12.0 

7.7 

6.6 

6.0 

1.1 

0.0 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祖父母等の親族

友人や知人

保育士

保健所・保健センター

幼稚園教諭

かかりつけの医師

子育て支援施設（子育て支援セン

ター・アピュイ・児童館等）

近所の人

民生・児童委員

役場の子育て関連担当窓口

その他

(ｎ：183人)
 

 

【小学生児童】 

80.0 

74.3 

24.0 

6.9 

5.7 

4.0 

4.0 

1.7 

1.1 

0.0 

5.1 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祖父母等の親族

友人や知人

小学校教諭

近所の人

かかりつけの医師

保健所・保健センター

養護教諭

子育て支援施設（子育て支援セン

ター・アピュイ・児童館等）

民生・児童委員

役場の子育て関連担当窓口

その他

無回答

(ｎ：175人)
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（7）母親の就労状況 

就学前児童の約７割、小学生児童の約９割が就労しています。就学前児童

よりも小学生児童の母親の就労割合が高くなっています。 

 

【就学前児童】               

    

44.7 

12.0 

23.6 

2.4 

16.3 

0.0 

1.0 

0% 20% 40% 60%

フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育

休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労している

が、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労して

いない

これまで就労したことがない

無回答

(ｎ：208人)

 

【小学生児童】 

57.3 

1.9 

30.1 

1.0 

8.3 

0.0 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80%

フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育

休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労している

が、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労して

いない

これまで就労したことがない

無回答

(ｎ：206人)
 

 



 18 

（8）平日の定期的な「幼児教育・保育事業」の利用状況 

利用している事業内容は、「認可保育所」が 57.1％と最も多く、次いで「幼

稚園」が 23.1％となっています。 

 

【就学前児童】 

 

 

 

57.1 

23.1 

17.0 

3.8 

1.1 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認可保育所（国が定める最低基準に適合した施

設で都道府県等の認可を受けたもの）

幼稚園（通常の就園時間の利用）

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ

持つ施設）

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長し

て預かる事業のうち定期的な利用のみ）

自治体の認証・認定保育施設（認可保育所では

ないが、自治体が認証・認定した施設）

小規模保育施設（国が定める最低基準に適合し

た施設で市町村の認可を受けた定員概ね6～19人

のもの）

家庭的保育（保育者の家庭等で５人以下の子ど

もを保育する事業）

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営

する施設）

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育（保育者が子どもの家庭で保育

する事業）

ファミリー・サポート・センター（地域住民が

子どもを預かる事業）

その他

無回答

(ｎ：182人)
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（9）地域子育て支援事業の利用状況と利用希望 

利用状況については、「ピヨピヨ広場」が 51.0％、「保健センターの情報・

相談事業」が 32.7％、「子育て支援センター」が 30.8％となっています。 

利用希望については、「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わ

ない」が７割となっていますが、約２割が「利用していないが今後利用した

い」と回答しています。 

【利用状況】   

32.7

8.2

24.5

21.6

30.8

3.8

51.0

25.5

1.9

20.2

16.3

19.2

9.1

14.4

52.4

76.0

63.5

63.0

57.2

79.8

39.4

62.0

83.2

66.8

71.6

68.8

76.0

72.1

14.9

15.9

12.0

15.4

12.0

16.3

9.6

12.5

14.9

13.0

12.0

12.0

14.9

13.5

0% 25% 50% 75% 100%

①保健センターの情報・相談事業

②家庭教育に関する学級・講座

③保育所や幼稚園の園庭等の開放

④保健センター発行の子育て支援情報帳

⑤子育て支援センター

⑥ファミリー・サポート・センター

⑦ピヨピヨ広場

⑧のびのび広場

⑨なかよしサロン

⑩のびのびクラブ

⑪おひさま教室

⑫児童館

⑬子育てサークル かみふうせん

⑭パパ♥い～よ

はい いいえ 無回答

 

【利用希望】 

利用していないが、

今後利用したい
18.8%

すでに利用してい

るが、今後利用日

数を増やしたい
5.8%新たに利用したり、

利用日数を増やした

いとは思わない
70.2%

無回答
5.3%

（ｎ：208人）  
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（10）病気等で幼稚園・保育所、学校を休んだ時の対処方法 

 就学前児童では、「母親が休んだ」が 80.8％、「親戚・知人に子どもをみて

もらった」が 56.8％、小学生児童は、「母親が休んだ」が 72.1％、「親戚、知

人に子どもをみてもらった」が 40.2％となっています。就学前児童の 0.8％、

小学生児童の 4.1％が「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」と回答してい

ます。 

【就学前児童】               

80.8 

56.8 

30.4 

12.8 

0.8 

0.8 

0.0 

0.0 

2.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子ども

をみてもらった

父親が休んだ

父親又は母親のうち就労していない方

が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利

用した

その他

無回答

(ｎ：125人)
 

【小学生児童】 

72.1 

40.2 

22.1 

9.8 

4.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもを

みてもらった

父親が休んだ

父親又は母親のうち就労していない方が

子どもをみた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用

した人

その他

無回答

(ｎ：122人)
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（11）小学生の放課後の過ごし方の状況 

低学年については、「自宅」57.0％が最も多く、「放課後児童クラブ」33.7％、

「習い事」19.8％となっています。 

高学年については、「自宅」85.8％が最も多く、「習い事」30.8％、「祖父母

や友人・知人宅」が 19.2％となっています。 

 

【1～3年生】 

   

57.0 

33.7 

19.8 

17.4 

14.0 

5.8 

0.0 

4.7 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

放課後児童クラブ（学童保育）

習い事（ピアノ教室、スポーツクラ

ブ、学習塾など）

祖父母宅や友人・知人宅

放課後子ども教室

児童館

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

(ｎ：86人)
 

【4～6年生】 

85.8 

30.8 

19.2 

10.8 

5.8 

4.2 

0.0 

6.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

習い事（ピアノ教室、スポーツクラ

ブ、学習塾など）

祖父母宅や友人・知人宅

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後子ども教室

児童館

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

(ｎ：120人)
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４．保育サービス等の状況 

 

①  幼稚園・保育所の入所状況 

女性の就労状況を反映して、幼稚園の入所児童は減少し、保育所の入所児童 

は増加傾向にあります。特に３歳未満児の入所が依然として多く、低年齢児の

保育需要が高まってきています。 

  幼稚園の預かり保育は平成 18年度から実施していますが、多様な保育ニー

ズに対応するため預かり時間の拡大や、土曜日の実施など検討が必要です。 

  軽度発達障害など障がいをもつ児童への対応では、保育士加配など日常保

育の対応のほか、保健センター等関係機関による言語や発達相談など専門相

談を実施しています。 

  また、地元食材を使用した安全・安心な給食を提供、アレルギー食の対応

など多様な食育の推進を図っています。 

 

幼稚園の入所状況    単位：人 

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

園児数 52 38 38 44 43 

 

 

保育所の入所状況    単位：人 

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

入所者数 194 207 208 223 222 

 

 

保育所入所者の年齢別の状況  

 

単位：人 

 区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 小計 ３歳児 ４歳児 ５歳児 小計 

２６年度 21 29 30 80 34 45 35 114 

２７年度 15 36 36 87 39 35 46  120 

２８年度 24 29 40 93 42 38 35  115 

２９年度 18 37 40 95 45 42 41  128 

３０年度 14 32 46 92 42 45 43 130 

対 26伸率       15.0%       14.0% 
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幼稚園の預かり保育の利用状況     単位：人 

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

児童数 35 88 192 466 411 

 

 

 

②  地域の子育て支援の状況 

  地域の子育て支援では、在宅児を含めた多様な保育ニーズに対応するため、

子育て支援センターの運営を行っています。 

町の子育て支援センターと社会福祉協議会の福祉活動センターにおいて、

子育て支援事業を実施しています。子育てボランティアが関わりながら毎月

の行事や園開放などを行い、地域の子育てを応援する拠点として、ますます

重要になってきています。 

  一時預かり事業は保育所への入所児童の増加により利用者が減少していま

す。また、ファミリーサポートセンター事業については、一関・平泉定住自

立圏共生ビジョンにより一関市と協定を結び、平成 30年度から一関市社会福

祉協議会の事業を利用し実施しています。 

 

 

 

保育所の一時預かり事業の利用状況   単位：人 

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

利用者数 174 160 21 81 18 

 

保育所・幼稚園の入所率状況（令和元年度）   単位：人   

区 分 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

児童数 62 38 45 59 52 66 322 

入所数 12 29 33 58 52 65 249 

入所率 19.4％ 76.3％ 73.3％ 98.3％ 100.0％ 98.5％ 77.3％ 

子育て支援センターの利用状況   単位：人 

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

子育て支援センター 3,516    2,622      2,603     2,444 2,384 

福祉活動センター 2,477 2,240 1,926 1,674 1,833 
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③ 児童家庭相談の状況 

  児童家庭相談については、児童相談所等関係機関と連携しながら相談業務

にあたっています。 

  住民からの通告をはじめ、保育所等での入所児童の様子や乳幼児健診時な

どでの身体の変化等に留意しながら、児童虐待防止に努めています。 

 

児童家庭相談の状況    単位；人 

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

件数 2 2 2 3 1 
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５．放課後児童健全育成の状況 

  放課後児童クラブは入所児童が増加傾向にあり、土曜や長期休業の利用に

も対応しながら、児童・生徒の放課後の生活をサポートしています。 

  児童館はやや減少傾向にありますが、自由に利用できる施設として定着し

ています。 

  また、放課後子ども教室「わくわくフィールド」を小学校区毎に開設し、

ボランティアが関わりながら交流やスポーツを楽しんで放課後を過ごしてい

ます。 

 

 

すぎのこクラブの利用状況     単位：人 

区 分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

２６年度 11 11 20 5     1      0 48 

２７年度 14 13 8 5      5      1 46 

２８年度 16 14 9 6 2      3 50 

２９年度 16 14 11 6 2      1 50 

３０年度 13 14 9 5 5      0 46 

 

 

たばしね児童クラブの利用状況     単位：人 

区 分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

２７年度 9 3 2 5      0      0 19 

２８年度 9 9 4 2 0      0 24 

２９年度 7 8 9 2 3      0 29 

３０年度 8 6 5 7 1      2 29 
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放課後子ども教室の利用状況                 単位：日・人 

区 分 
平泉地区 長島地区 

開設日数 延利用者数 開設日数 延利用者数 

２６年度 65 3,919 48 2,330 

２７年度 63 3,993 53 2,195 

２８年度 56 3,153 54 2,587 

２９年度 53 3,516 48 2,576 

３０年度 49 3,511 49 2,665 

 

児童館の利用状況 単位：日・人 

区 分 開設日数 延利用者数 

２６年度 293 3,444 

２７年度 294 3,670 

２８年度 291 1,923 

２９年度 292 2,471 

３０年度 292 1,858 
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６．母子保健の状況 

  母子保健は、妊娠から出産、育児など就学前の乳幼児について、関係機関

との連携のもと健康増進や予防・早期治療に努めています。 

  妊婦の健康管理や乳幼児の健全な発育・発達を支援するため、各種健診・

相談事業、育児教室等を行っています。 

  専門相談が必要な乳幼児に対しては、ことばの相談や発達相談を実施して

おり、様々な面で支援を必要とする乳幼児と保護者を対象に、保健師・保育

士・相談支援員等が集団指導や個別指導を実施しています。また、妊娠期か

ら子育て期にわたるまで切れ目なく支援するため、子育て世代包括支援セン

ターの設置について検討しています。 

 

母子相談件数の状況 単位：人  

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  

妊婦 59 49 48 48 38  

産婦 10 21 13 19 22  

乳児 167 185 175 155 367  

幼児 83 381 514 560 366  

 

       

母子訪問指導件数の状況 単位：人  

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  

妊婦・産婦 60 58 52 55 72  

新生児・未

熟児・乳児 
62 58 52 56 78 

 

幼児 12 61 32 102 241  
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 妊婦一般健康診査の状況   単位：人  

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  

受診延人員 632 609 546 532 462  

    
  

 

 

 乳児一般健康診査の状況   単位：人  

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  

受診延人員 195 211 182 169 167  

       

       

 乳児健康診査の状況   単位：人 

区   分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

１歳６月児

健診 
受診者数 63 50 64 46 46 

２歳６月児

健診 
受診者数 51 66 52 66 46 

３歳児 

健診 
受診者数 42 51 61 59 66 
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第３章  子ども・子育て支援施策の課題 

 

1. 子ども・子育て支援事業の評価 

 

（１）個別評価 

① 母親並びに乳幼児の健康の確保・増進 

○妊婦健康診査 14 回分の受診票を交付し、平均 12 回程度受診されてお

り出産までの健診をほぼ受診しています。また、子宮頸がん検診、パ

パママ歯っぴー健診の実施などにより、安心・安全な妊娠・出産を迎

えられる体制を整えています。 

○新生児・乳児の訪問指導では引き続き全戸訪問を実施し、乳幼児の健

康状態の把握とともに、母親の産後のメンタルヘルスを確認し必要に

応じた母親のフォローを行っています。乳幼児健診の受診率は、ほぼ

目標を達成しています。健診の結果、必要と認められる場合は幼稚園・

保育所への訪問を実施するなどして継続した支援を実施しています。 

○歯科保健では乳幼児健診での指導のほか、フッ化物の利用、保育所・

幼稚園と連携して年齢に応じた衛生教育を実施するなど、う歯予防や

口腔内の健康づくりを推進しています。 

 ○ピヨピヨ広場では乳児と保護者の相談や居場所づくりに取り組むとと

もに、子育て支援センター・幼稚園・保育所と連携しながら継続した

乳幼児と保護者の支援を行っています。おひさま教室（療育教室）で

は、さまざまな面で支援を必要とする乳幼児や育てにくさを感じてい

る保護者等を対象に少人数での支援を行っています。 

○特定不妊治療費助成事業では、子どもに恵まれない夫婦に対して治療

費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図っています。 

○思春期の健康づくりでは、中学校で生と性に関する学習など、将来の

親として命の大切さを育てる環境づくりを推進しています。 

 

②  地域における子育ての支援   

   〇保護者の保育ニーズに合わせた保育サービスの充実を図りました。保

育料の軽減では、国による幼児教育・保育の無償化が段階的に実施さ

れ、令和元年 10月から３歳クラス以上子どもと０から２歳児クラスで

町民税非課税世帯の保育料が無償化されました。保育所の０から２歳

児クラスの保育料については、第２子の保育料を半額、第３子以降に

ついては無償化とするなど子育て世帯の経済的負担軽減に努めました。 

○平泉保育所・平泉町立幼稚園における幼保一体化の取り組みでは、運
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動会などの各種行事、クラス編成、保育課程・教育課程の調整、園児

服の統一、PTA・保護者会の統合など、運営の一体化をほぼ実施するこ

とができました。 

○地域の子育て支援事業については、平泉保育所の子育て支援センター

を拠点に取り組み、平泉町社会福祉協議会ではひろば型の子育て支援

事業を実施し多くの児童・保護者の居場所づくりに利用されており、

様々な形で地域の子育て支援事業が実施されています。 

○放課後児童健全育成事業の充実では長島地区の学童クラブとして「た

ばしね児童クラブ」が平成 27年に開設しました。放課後子ども教室で

は引き続き、放課後児童の居場所づくりに取り組んでいます。 

○志羅山児童館の活用検討については、学童クラブの充実などにより利

用者が減少傾向にあります。また、遊具はじめ施設が老朽化してきて

おり、施設改修が課題となっています。 

○ファミリーサポートセンター事業については、一関・平泉定住自立圏

共生ビジョンにより一関市と協定を結び、平成 30年度から一関市社会

福祉協議会の事業を利用し実施しています。 

○子育てボランティア・子育てサークルの育成については、お父さんの

読み聞かせなど内容が充実してきています。今後も、子育てサポータ

ー研修などボランティア育成支援のための取り組みを行っていきます。 

○学校の教育環境の整備では、教室へのエアコンの設置が完了し、教育

環境の一層の改善が図られました。 

○児童虐待防止対策では子どもすこやかネットワーク会議を通じて、児

童相談所や警察、保育所・幼稚園、小・中学校、保健センターなどと

連携しながら情報共有、ケース対応等を図り、要保護児童の適切な支

援に努めることができました。 

○乳幼児等医療費助成では、対象年齢を高校生まで拡大実施し、児童生

徒の健康の確保と子育て家庭の経済的負担軽減を図り、ひとり親家庭

の自立支援についても推進しました。 

 

（２）総合評価  

① 子ども・子育て支援事業計画の期間において、延長保育や一時預かりの

充実、幼児教育・保育の無償化の段階的実施等、利用者ニーズに合わせた

保育サービスの充実を図り、保育の量的拡大と質の改善を図ることができ

ました。 

また、子育て支援センター事業の充実を図ることができたことは、地域

における子育て支援を推進することができたと評価することができます。 
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② 子どもが健やかに育つ環境づくりにおいては、親子がともに健康に暮ら

すことができるよう、妊娠期から子育て期まで発達段階に応じた切れ目の

ない取り組みを推進することができたと評価することができます。 

また、支援を必要とする家庭に対し、いつでも相談できるよう相談や情

報提供の充実を図りました。 
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２．子ども・子育て支援施策の課題 

 

（１）教育・保育の充実 

保育所の入所児童は増加傾向にあり、特に３歳未満児の保育需要が増加

しています。年度途中における入所の場合、保育士の確保や空き状況によ

っては受け入れることができない場合がでてきています。 

また、保育士の確保については、ハローワークに求人募集をしても人材

が見つからないという状況が続いているため、任期付職員として保育士の

採用をしましたが、ニーズ量に見合うだけの人材の確保が大きな課題とな

っています。 

一方、幼稚園は保護者の就労状況の変化により入所児童が年々減少傾向

にあり、幼稚園・保育所で施設利用のアンバランスが生じてきています。

両施設の効率的な活用が求められています。 

また、発達障害など支援を要する児童に対する対応やアレルギー等の体

質に合わせた食事など、個々の児童の多様なニーズに合わせた保育サービ

スのさらなる充実が求められています。 

 

（２）地域における子ども・子育て支援の充実 

保護者が気軽に相談できる相談先としては、父母等の親族や友人・知人

など身近な存在が多い傾向にあり、子育て支援センターや保健センターに

よる相談は割合としては低くなっています。子育ての悩みを気軽に相談で

きるようにするため、各機関の事業の周知をさらに図り、妊娠から出産、

子育ての各段階に応じた相談支援の充実が求められています。 

また、社会福祉協議会や地域のボランティアによる子育て支援も行われ

ており、今後とも民間団体との連携が一層重要となっています。 

放課後児童健全育成については、学童クラブの利用者が年々増加傾向に

あります。今後とも需要拡大が予想されることから、適切な児童の受け入

れを行うため、受け入れ体制の充実が求められています。 

 

（３）専門的な支援を要する子どもや家庭への支援 

    子育ての孤立化等の問題を踏まえ、すべての子どもと家庭への支援とい

う観点から、児童虐待、DV 被害等への対応の充実を図る必要があります。  

要保護児童の早期発見や適切な保護を行うため、関係機関の情報共有と連

携による支援体制を今後も継続して図るとともに、社会的養護体制の一層

の充実が求められています。 
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（４）仕事と生活の調和の実現に向けた取り組みの推進 

子育てをしながらでも働きやすい環境づくりやそのための支援など、「仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」を達成するために、国、地

方公共団体、企業をはじめとする関係者が連携して進めることが重要であ

り、地域の実情に応じた取り組みを図ることが求められています。 

   また、父親の子育てに参加するきっかけとなるような講座など、男性の

育児参加を進めていくための事業や、男女共同参画プランの充実を図る必

要があります。 

 

（５）安全・安心な子育て環境の充実 

   子どもの安全を確保するため、交通安全の推進や防犯灯の設置、スクー

ルガード等の見守り活動など、子どもたちを事故や犯罪等から守るために、

民生委員や行政区等の協力が益々必要となっています。 

   また、近所との付き合いの希薄化が言われている中、隣近所など身近な

地域の人たちによる「注意・通報」など気づきへの期待も大きくなってお

り、地域全体で子どもを見守る体制づくりがさらに重要となっています。 

 

 

 


